
 

 

 

【不祥事根絶に向けた本校の決意】（行動基準） 

 

呉市立川尻中学校 

                                                   作成責任者 校長 白井 良枝 

 

 

区分 本校の課題 行動目標 取組内容 点検方法・時期 

教職員の規範意識の

確立 

 

〇服務研修において，教職員の研修へ

の意欲を十分に高めていない。 

 

 

 

〇服務研修をより体験的・具体的な研

修にする。 

 

 

〇できるだけロールプレイを取り入れた研

修を行う。 

〇管理職のみならず，主任等による研修を企

画し，より身近な研修にする。 

 

〇学期に１回，服務研修に

ついてのアンケート調

査を行う。 

 

 

学校組織としての不

祥事防止体制の確立 

〇管理職のみによる状況把握に依存

しがちである。 

 

 

 

〇教職員間での情報を把握すること

ができるようにする。 

 

〇学年会や分掌会等での教職員の仕事やス

トレスの状況を企画委員会で確認する。 

〇何でも言える職場の風土づくりを進める。 

○管理職による面談を行う。 

〇月１回の企画委員会で

情報交換を行い，状況を

把握する。 

〇学期に１回，教職員を対

象にアンケートを実施

する。 

 

相談体制の充実 〇生徒一人一人と向き合う時間が十

分でない。 

 

 

〇毎学期，教育相談週間を設ける。 〇毎学期のアンケートをもとに，生徒と保護

者から学校や家庭で気になることを聞き，

指導に生かす。 

〇教育相談週間を月間行事表に明記して，校

内体制を整えて取り組む。 

 

〇学期に１回，生徒，保護

者を対象にアンケート

を実施する。 

 

 

不祥事根絶のための行動計画 

１ 私たちは，子ども達を守り，育てます。 

２ 私たちは，法令等を遵守します。 

３ 私たちは，不祥事を許しません。 

４ 私たちは，子ども達に対して常に教育的愛情と責任感を持って接します。

地域に開かれた学校にします。 


